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平成 25 年４月 25 日制定 
平成 27 年１月 12 日改定 

 

あすたまトライアスロンスクール 規約 

第1条 定義 

１） あすたまトライアスロンスクール（以下、スクール）は、愛知県みよし市、名古屋市、豊田市を拠
点に行われる、会員制トライアスロンスクールのことを示します。 
 

第2条 目的 

１） 会員の健康維持・増進を図ると伴に、自己への挑戦の機会を提供します。 

２） 会員同士の交流の場を提供し、豊かなトライアスロンライフをサポートします。 
 

第3条 運営管理主体 

１） 株式会社トライアーティスト 
 

第4条 入会資格 

１） 以下の全ての項目に該当する方 

 中学生以上（２０歳未満の方は保護者の同意が必要） 

 セッションに堪えうる健康状態である 

 妊娠していない 

 暴力団関係者ではない 

 規約に同意している 

 過去に、株式会社トライアーティストより除名等の通告を受けていない 
 

第5条 入会手続き 

１） 所定用紙に必要事項を記入後、担当者まで提出して下さい。スクールで入会の可否を決定します。 

２） 書類の追加提出が必要となった場合、指示内容に従い、提出して下さい。 

３） 入会承認後、スクールの定める諸費用を納めて下さい。 

４） スクールの発行する会員証を受け取り、会員資格取得となります。 

５） ２０歳未満の方が入会する場合は保護者の同意が必要です。保護者は規約に基づく責任を入会者と
連帯して負うものとします。 
 

第6条 会員証 

１） 会員証は、セッション参加の際、所定の場所へ提出して下さい。 

２） 万一紛失された場合は、再発行（手数料５２５円）の手続きを行って下さい。 
 

第7条 会員情報の変更 

１） 入会手続きにて申告した情報に変更が生じた場合、速やかに担当者まで連絡して下さい。 
 

第8条 入会金・年会費・保険料 

１） 入会金は５,０００円です。会員の家族が入会する場合は不要です。 

２） 年会費は年間３,０００円です。入会月により月割が適用されます。会員の家族が入会する場合は
不要です。 

３） 保険料は年間２,０００円です。詳細は、別紙「スポーツ安全保険のしおり」を参照して下さい。 

４） 入会金、年会費、保険料は入会時に現金一括払いをしてください。一度支払われた費用は、原則、
返金いたしません。 
 

第9条 月会費会員・チケット会員・ビジター料金（※価格は全て税込表示です。） 
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１） 月会費会員の月会費と、参加できるセッションは以下のとおりです。 

 ゴールド会員       １６,０００円／月（全校の全てのセッション） 

 オール会員        １３,５００円／月（三好校、名古屋校の全てのセッション） 

 平日会員(三好)      １１,０００円／月（三好校の平日セッション） 

 土曜日会員         ９,０００円／月（土曜日セッション） 

 朝スイム会員(三好)     ９,０００円／月 （三好校の朝スイムセッション） 

 夜ラン会員         ５,０００円／月（三好校のランセッション） 

 朝スイム会員(名古屋)   １１,０００円／月（名古屋校の朝スイムセッション） 

 平日朝スイム会員(名古屋)  ９,０００円／月（名古屋校の平日朝スイムセッション） 

 

２） 会員の家族が月会費会員となった場合、家族割引（2,000 円引き）が適応されます。 

 

３） チケット会員の月会費と、参加できるセッションは以下のとおりです。 

 チケット会員月会費   ２,５００円／月 

 チケット       １０,０００円／１０枚（有効期限は購入日より６か月） 

 スイムセッション参加の場合は２枚のチケットが必要 

 バイク・ランセッション参加の場合は１枚のチケットが必要 

 

４） 会員ビジター料金は以下のとおりです。（会員が所属コース以外のセッションに参加する場合） 

 スイム ２,０００円／回 

 バイク １,０００円／回 

 ラン  １,０００円／回 

 

５） ビジター料金は以下のとおりです。（会員以外がセッションに参加する場合） 

 スイム ３,０００円／回 

 バイク ２,０００円／回 

 ラン  ２,０００円／回 

 

６） 月会費、スクール管理費は預金口座振替方式とし、毎月２６日に翌月分が引落としされます。 
２６日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌平日に引き落とされます。 

 

７） 会員の家族が入会する場合は、入会金、年会費が不要となり、月会費それぞれ２，０００円引きと
なります（家族割）。また学生が入会する場合も同様です（学割）。ただし、家族割りは会費の引き
落とし口座を同一口座とします。 
 

 

第10条 会員種別の変更、休会、退会手続き 

１） 会員種別の変更、休会、退会の手続きは、変更を行いたい月の前月末日までに所定の用紙に必要事
項を記入後、担当者まで提出するか、E メールなどの書面で連絡して下さい。口頭、電話等での変
更は受け付けません。 

２） 前月末日を過ぎた場合は、原則、翌月に引落とされる年会費、保険料、月会費、スクール管理費等
の諸費用の返金はいたしません。 

３） 休会費は１,０００円／月です。退会後、再度入会される場合、入会金は不要です。 
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第11条 セッションスケジュール 

１） セッションの名称と開催時間、開催場所は以下のとおりです。 

 朝スイムセッション 

火・木  ６：００ ～   ７：３０ 三好スイミングアカデミー（みよし市） 

水・金   ６：１５ ～   ７：４５ 城西スイミングスクール（名古屋市） 

土    ７：３０ ～  ９：００ フォレスタヒルズ スポーツクラブ（豊田市） 

 夜スイムセッション 

火・木 ２０：３０ ～ ２１：３０ 三好スイミングアカデミー（みよし市） 

 夜ランセッション  

火・木 １９：００ ～ ２０：２０ 三好公園（みよし市） 

 バイクセッション 

土     ９：４５ ～ １４：００ フォレスタヒルズ 第 10 駐車場（豊田市） 

２） セッション開催場所の住所は以下のとおりです。 

 三好スイミングアカデミー（愛知県みよし市三好町天王 26－3） 

 みよし市三好公園（愛知県みよし市三好町池ノ原 1） 

 城西スイミングスクール（愛知県名古屋市西区城西 1-6-1 ） 

 フォレスタヒルズ スポーツクラブ（愛知県豊田市岩倉町一本松） 

 

３） 夜ランセッションは、荒天等の事由により内容を変更、中止とする場合があります。内容変更の決
定は１９時のセッション開始時点で判断し、ＨＰ等にて掲示します。尚、中止の場合の返金ならび
に振替はありません。 
 

４） セッションは月４週を原則とします。また施設、講師の都合により休講となる場合があります。そ
の場合の月会費の返金、並びにお振替はありません。詳細はスクール公式サイトに掲載します。 
 

第12条 全校共通スイムセッションご利用方法 

１） 会員証を提出し、ロッカーキーを受け取って下さい。（三好 SA・フォレスタヒルズ） 

※名古屋校はロッカーに鍵が付いているので会員証は出さずにそのままお使いください。 

２） 着替えは更衣室で行なって下さい。 

３） スイムキャップ、水着の着用が必要です。 
 

第13条 三好校ランセッションご利用方法 

１） 会員証を提出し、ロッカーキーを受け取って下さい。 

２） 着替えは更衣室で行なって下さい。給水ボトルを持参して下さい。 

 

第14条 バイクセッションご利用方法 

１） バイクはロードバイクまたはトライアスロンバイクのみとします。 

２） 硬質ヘルメットの着用を義務付けます。 

３） 給水ボトル、パンク修理セット、小銭、携帯電話をご持参下さい。 

４） バイク、ヘルメット等の安全が確認できない場合、参加を断る場合があります。 
 

第15条 利用の禁止 

１） 下記に当てはまる方は、スクールの参加を禁止します。 

 セッションに耐えうるだけの健康状態にないと認められた方 

 伝染・感染する恐れのある疾病のある方 
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 飲酒・くすり等により酩酊状態の方 

 運営の秩序を乱した方 
 

第16条 会員資格の喪失 

１） 次の場合は、会員資格を失います。（※費用の返金はありません。） 

 退会手続きを行った場合 

 除名に該当する行為があった場合 

 規約に違反した場合 

 スクールの信用を傷つける、または運営の秩序を乱した場合 

 施設を故意に破損、または法令や公序良俗に反する行為があった場合 

 月会費等、諸費用の支払いを３ヶ月以上滞納し、請求を受けても支払わない場合 

 入会時の申請内容に嘘・偽りがあった場合 

 会員の死亡及び失踪宣告を受けた場合 

 

第17条 免責事項 

１） 荷物は各自責任のもと管理して下さい。盗難・紛失・破損等に対する保障はありません。 

２） セッション中に負傷、疾病が生じた場合、応急処置を施されることを承諾し、その内容及び結果に
対してスクールは一切損害賠償を負いません。また会員はこれついて一切異議を申し出ることはで
きません。 

３） 施設内外の利用の際に生じた人的、物的事故について、スクールは一切損害賠償を負わないものと
し、会員はこれついて一切異議を申し出ることはできません。 
 

第18条 会員の賠償責任 

１） 会員が施設を利用中、事故の責に帰すべき事由により、スクールまたは第三者に障害を与えた場合、
速やかにその賠償を行わなければなりません。 
 

第19条 個人情報 

１） 申込書、諸手続きなどで申告した個人情報は、下記の範囲で利用し、細心かつ慎重に取り扱います。 

 諸手続きにおける確認などの業務に必要な場合 

 緊急時の連絡、調査を行う場合 

 急病や怪我の手当てなど、人命、身体保護のために緊急を要し、同意を得ることが困難な場合 

 法令に基づく要請、裁判所、警察等の権限を要する公的機関からの要請があった場合 

２） スクール活動に付随する自己の肖像、氏名、記録などを、広報物およびメディアに商業的利用する
場合があります。 
 

第20条 規約内の価格表示 

１） 規約内の価格は、全て消費税８％を含む金額です。  
 

第21条 規約の改善 

１） 規約が変更された場合、スクール公式サイトに掲載します。 
 

第22条 規約に定めない事項 

１） 規約に定めない事項は、必要に応じてスクールが適宜これを定めます。 
 

第23条 事務局 

１） 株式会社トライアーティスト TEL:090-2345-5098（代表：竹内鉄平） 
〒４７０－０２２４ 愛知県みよし市三好町東山１０４－６  
Ｅメール：school@asutama.com 公式サイト：http://miyoshi-tc.asutama.com/  
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